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（目的） 

第１条 この規程は、岩見沢市契約規則（昭和４５年規則第４３号）第４３条に基づ

き前金払をすることについて必要な事項を定めるものとする。 

（前金払の対象） 

第２条 市長は、請負工事又は測量等の業務委託で、請負代金額２５０万円（測量等

の業務委託については業務委託料１００万円）以上のものについて必要があると認

めるときは、前金払をすることができる。 

２ 前項の規定による前払金の額は、請負代金額の１０分の４（測量等の業務委託に

あっては業務委託料の１０分の３）以内とする。 

（前金払の手続及び支払） 

第３条 前金払は、工事請負人又は業務受託者が前金払請求書及び公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項の規定による保

証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証証書を提出することによって

行う。 

２ 前払金は、前項の規定による手続がなされてから１４日以内に支払うものとする。 

（中間前金払の対象） 

第４条 市長は、第２条の規定により前金払をした請負工事のうち、次に掲げる要件

をすべて満たすものについて、既にした前金払に追加してする前金払（以下「中間

前金払」という。）をすることができる。 

(1) 工期の２分の１を経過していること。 

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている

当該工事に係る作業が行われていること。 

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上
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の額に相当するものであること。 

(4) 当該工事の工期が９０日以上であること。 

２ 前項の規定による中間前払金の額は、請負代金額の１０分の２以内とする。ただ

し、中間前金払をした後の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６を超えてはな

らないものとする。 

（中間前金払と部分払の選択） 

第５条 部分払の請求の対象となる工事においては、中間前金払又は部分払のいずれ

かを中間前金払と部分払の選択に係る届出書により契約締結時に工事請負人に選

択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払

を選択した場合でも、債務負担行為等の複数年度以上にわたる契約においては、各

会計年度末（最終の年度を除く。）の部分払に限ってはこれを行うことができるも

のとする。 

（中間前金払の認定請求等） 

第６条 工事請負人が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請

求書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、

その結果が妥当と認められるときは、中間前金払認定書を工事請負人に交付するも

のとする。 

（中間前金払の手続及び支払） 

第７条 中間前金払は、工事請負人が前条第２項により当該中間前金払に必要な要件

を満たしている旨の認定を受けたのち、中間前払金支払請求書及び保証事業会社の

中間前払金に係る保証証書を提出することによって行う。 

２ 中間前払金は、前項の規定による手続がなされてから１４日以内に支払うものと

する。 

（債務負担行為等に基づく契約の特例） 

第８条 債務負担行為、継続費又その他複数年度以上にわたる契約において、支払限

度額を設ける場合は、第２条第２項中「請負代金額」及び「業務委託料」とあるの
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は「当該会計年度の支払限度額」と、第４条中「請負代金額」とあるのは「当該会

計年度の支払限度額」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、前項の契約において、必要があると認めるときは、契約会計年度に翌会

計年度の前払金を含めて支払うことができる。 

 

   附 則 

 この訓令は、昭和４９年４月１日から施行する。 

〔略〕 

附 則（平成１６年７月１３日訓令第１０号） 

１  〔略〕 

（工事請負代金等の前金払いの特例に関する規程の廃止） 

２ 工事請負代金等の前金払いの特例に関する規程（昭和５３年訓令第４号）は、廃

止する。 

附 則（平成２３年１０月１１日訓令第８号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２３年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の工事請負代金等の前金払に関する規程は、この訓令の施

行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同

日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例

による。 

附 則（平成３０年３月２０日訓令第３号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成３０年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の工事請負代金等の前金払に関する規程は、施行日以後に

締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例に
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よる。 

 

 

（参考） 

平成１６年７月１３日改正に当たっての考え方 

１ これまで内規で定めていた前金払対象の工期について「６０日以上」と明記し、 

文言等整理した。（第３条） なお、日数の計算においては、工期の初日を起算日

とする。 

２ 近年のきびしい経済状況の下、大型工事においても資材の確保等を円滑にでき

るようにし、適正な契約の履行を図るため、前金払の金額の限度額を廃止するこ

ととした。（旧第４条） 

３ これまで、工事請負代金等の前払いの特例に関する規程（昭和５３年３月１日

訓令第４号）において定めていた債務負担工事等２か年以上にわたる工事の前払

いについては、一つの規程にまとめ、新第４条によることとし、工事請負代金等

の前払いの特例に関する規程は、附則により廃止することとした。なお、第２項

において、翌年度分の前払金を契約年度の前払金に含めて契約年度において支払

うことができることとした。 

 

平成２３年１０月１１日改正に当たっての考え方 

    建設業者の資金調達の円滑化を図るため、対象となる工期「６０日以上」を削

除するとともに、請負工事について、対象金額を「５００万円以上」から「２５

０万円以上」に改めた。（第２条第１項） 

 

平成３０年３月２０日改正に当たっての考え方 

    建設業者へ円滑な資金供給が図られ、資金繰りの改善に寄与することを目的と

して、中間前金払を導入することとした。（第４条～第７条） 


